
○金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、町内産農産物を利用した製品（以下「製品」という。）の開発から販

売に要する経費に対し、予算の範囲内で金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、金ケ崎町補助金交付規則（昭和

４２年金ケ崎町規則第２０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２ 補助金の交付対象者は、町内に事業所を有する者であって、次の各号のいずれの要

件も満たすものとする。 

（１） 町内農産物の品目と仕入先が決まっていること。 

（２） 申請時において引き続き１年以上、町内で食品製造業又は酒類製造業を営んで

いること。 

（３） 金ケ崎町暴力団排除条例（平成２４年金ケ崎町条例第２０号）に定める暴力団

に関係していないこと。 

（４） 町税の滞納がないこと。 

（補助金の交付対象及び補助金の額） 

第３ 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は下表のとおりとする。ただし、補

助金の額の合計額は５０万円を限度とする。 

補助対象経費 補助金の額 

① 製品の開発に要する経費 

② 製品の商標登録等に要する経費 

③ 製品の販売促進に要する経費 

補助対象経費の３分の２に相当する額以内

（１，０００円未満切り捨て） 

（補助金の交付申請） 

第４ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、金ケ崎町町内産

農産物利用製品開発促進補助金交付（変更）申請書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）に関係書類を添えて町長が別に定める期日までに提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第５ 町長は、第４の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査の



上、交付の可否を決定する。 

２ 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該申請者に対

し、金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金交付（不交付）決定通知書（様式第

２号。以下「決定通知書」という。）により通知するものとする。 

（変更事項の届出） 

第６ 申請者は、第４の申請内容に変更が生じたときは、申請書に当該申請書に掲げる書

類を添えて、速やかに変更申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により補助金変更の交付決定をしたときは、決定通知書により申

請者に通知するものとする。 

（実績報告及び請求） 

第７ 申請者は、特産品の販売を開始した日から３０日以内（販売開始日が３月に属する

日の場合にあっては、その年の３月３１日まで）に、関係書類を添えて、金ケ崎町町内

産農産物利用製品開発促進補助金実績報告書兼請求書（様式第３号）を町長に提出しな

ければならない。 

２ 規則第１３条第３項による前金払の請求については、前項に規定する関係書類の添付

を省略する。 

（進捗状況の報告） 

第８ 申請者は、補助金の交付後２年間、毎年金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補

助金進捗状況報告書（様式第４号）により進捗状況の報告を行うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第９ 町長は、申請者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すこ

とができる。 

（１） 第５に規定する決定通知書に記載されている交付決定日の属する年度内に特産

品の販売開始ができなかったとき。 

（２） 特産品の販売開始日から起算して２年以内に、正当な理由なく特産品の販売を

中止したとき。 

（３） 第８に規定する進捗状況の報告を怠ったとき。 

（４） 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規

定する耐用年数が経過する前に、町長の承認を受けずに、規則第１９条第１項に規定

する財産の処分を行ったとき。 



（５） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（６） 法令又はこの要綱に違反したとき。 

（７） その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、金ケ崎町町内産農

産物利用製品開発促進補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により通知するものと

する。 

（補助金の返還） 

第１０ 町長は、第９の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部

又は一部の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。 


